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(1) 被災者の生活再建を最優先で進めます 

フェーズ 

項目 

応急対応期 復興始動期 復興展開期 復興・創生期 

発災-半年 半年～１年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

応急仮設住宅 

             

みなし仮設住宅 

             

仮設店舗、仮設事務所 

             

住宅の再建 

（災害公営住宅） 

             

住宅の再建 

（自力再建） 

             

 

  

みなし仮設住宅入居 

みなし仮設住宅手続き 

仮設営業開始 

仮設店舗・事務所建設 

入居意向確認 

候補地選定 

建設戸数決定 

応急仮設住宅建設 

入居申込み 

入居者決定 

入居者説明会 

入居開始 

応急仮設住宅供与期間 応急仮設住宅解体、撤去 

候補地選定 災害公営住宅計画策定 設計・建設 

災害公営住宅入居開始 住宅再建意向確認 入居申込み 

入居者説明会 

建築基準法による建築制限 

宅地の設計 

L2 津波対応とする場合の宅地嵩上げ 

修理可能な住宅の修理・再建 

宅地整備 

住宅建設 

住宅再建意向確認 

宅地の境界、権利関係の整理 

官民復興まちづくり会議体による議論 

L2 津波対応とする場合の浸水区域外市街地整備 
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(2) 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めます 

フェーズ 

項目 

応急対応期 復興始動期 復興展開期 復興・創生期 

発災-半年 半年～１年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

被災者支援 

             

保育の再開 

             

小中学校の再開 

  

 

           

子育て支援施設の再開 

             

医療の再開 

             

公共交通の再開 

             

し尿処理の再開 

（胆振東部日高西部 

衛生組合） 

             

  

被災者の健康管理、要支援者対応、心のケア 

災害支援組織の受け入れ 

災害ボランティアの受入 

対口支援職員の受入 

道内自治体職員短期派遣の受入 

協定締結自治体職員短期派遣の受入 

中・長期派遣職員の受入 

穂別地区での被災保育児の受入 

仮設保育施設建設 仮設保育施設による保育再開 

施設設計 保育施設建設 

保育再開 

穂別地区での被災児童・生徒の受入 

仮設学校施設建設 仮設学校施設による教育再開 

施設設計 学校施設建設 

学校再開 

穂別地区での子育て支援事業の実施 

仮設子育て支援施設建設 仮設子育て支援施設による事業再開 

施設設計 子育て支援施設建設 

子育て支援施設再開 

仮設診療所開設 

病院建設 

DMAT、苫小牧市医師会による災害医療体制 

仮設診療所建設候補地選定 

仮設診療所建設 

施設設計 

病院再開 

浸水区域外での折り返し営業再開 

JR 日高線代行バスの運行開始 

新路線での運行開始 応急仮設住宅を含めた町営バス運行開始 

災害公営住宅を含めた町営バス運行開始 

し尿処理広域受入態勢 

施設整備計画策定 施設整備 し尿処理業務再開 
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(3) 将来に向けて持続的に発展する産業の再興を進めます 

フェーズ 

項目 

応急対応期 復興始動期 復興展開期 復興・創生期 

発災-半年 半年～１年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

農業の再建 

             

漁業の再建 

             

商業観光業の再建 

             

工業の再建 

（晴海地区） 

             

 

  

漁港施設被害調査 

漁業協同組合の復旧 

漁港施設の復旧 漁港施設復旧計画策定 

漁業の再開 

JA むかわ施設の復旧 

JA むかわによる臨時集出荷体制 

建築基準法による建築制限 

浸水農地の塩害対策 

建築基準法による建築制限 

仮設商店街候補地選定 

建築戸数決定 

仮設商店街建設 

入居者意向確認 

入居申込み 

入居者決定 

入居者説明会 

入居開始 

仮設商店街営業 

L2 津波対応とする場合のエリア嵩上げ 

商業エリア、観光ゾーンの敷地整備 商業エリア、観光ゾーンでの事業所建設 

被災公共観光施設設計 被災公共観光施設整備 

被災地特産品販売 PR 事業の順次開始 

災害廃棄物置き場としての協力（一部区域のみ） 

工業施設の復旧 

工業施設の順次再開 



  45  

(4) 地域自らが創生するなりわい・交流づくりを支援します 

フェーズ 

項目 

応急対応期 復興始動期 復興展開期 復興・創生期 

発災-半年 半年～１年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

復興イベント等の受入、実

施、支援 

             

被災生涯学習施設の再開 

             

被災町民会館、 

生活館の再開 

             

 

(5) 災害により強い防災先導のまちづくりを進めます① 

フェーズ 

項目 

応急対応期 復興始動期 復興展開期 復興・創生期 

発災-半年 半年～１年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

市街地の再建 

（全体計画） 

             

 

  

炊き出しの受け入れ 

応急仮設住宅等での交流イベントの企画・開催 

慰問、ミニイベントの受入 

建設候補地選定 建築基準法による建築制限 

官民復興まちづくり会議体による議論 

再建敷地の整備 

施設設計 生涯学習施設建設 生涯学習施設再開 

建設候補地選定 建築基準法による建築制限 

官民復興まちづくり会議体による議論 

再建敷地の整備 

施設設計 

町民会館、生活館建設 

町民会館、生活館再開 

被災状況調査 

復興事業、インフラ再整備の計画策定、財源調整、事業委託 

市街地の整備 

L2 津波対応とした場合の応急仮設敷地の活用 

道路、市街地再建敷地の全体整備 

災害がれき・廃棄物の撤去 

災害がれき・廃棄物の処分 

建築基準法による建築制限 

官民復興まちづくり会議体 

設置 

官民復興まちづくり会議体による議論 

復興計画策定 

L2 津波対応とする場合の宅地嵩上げ 

L2 津波対応とする場合の浸水区域外市街地整備 
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‘(5) 災害により強い防災先導のまちづくりを進めます② 

フェーズ 

項目 

応急対応期 復興始動期 復興展開期 復興・創生期 

発災-半年 半年～１年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 9 年目 10 年目 

商業エリア、観光ゾーン 

再建 

             

病院再建 

             

教育・子育て施設再建 

             

その他被災公共施設再建 

             

災害公営住宅 

             

住宅自力再建 

             

津波防災対策 

             

  

仮設商店街建設 

商業エリア、観光ゾーン設計 

仮設商店街営業 

商業エリア、観光ゾーンでの事業所建設 

被災公共観光施設設計 被災公共観光施設建設 

仮設診療所建設 

病院設計 

仮設診療所開設 

病院建設 病院再開 

仮設教育・子育て施設建設 

施設設計 

仮設教育・子育て施設による事業再開 

教育・子育て施設建設 教育・子育て施設再開 

必要に応じ仮設公共施設の建設 

施設設計 

仮設公共施設開設 

施設建設 施設再開 

住宅再建意向確認 

設計・建設 災害公営住宅計画策定 災害公営住宅入居開始 

宅地の境界、権利関係の整理 宅地設計 

宅地計画策定 

宅地整備 住宅建設 

L2 津波対応とする場合の宅地嵩上げ 

L2 津波対応とする場合の浸水区域外市街地整備 

避難路路肩拡張 

津波防災対策策定・計画変更・設計 

自動車避難エリアの造成 

垂直避難施設の整備 

国道嵩上げ 

堤防新設・嵩上げ 

まちの森整備 


